
○新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成26年３月18日

条例第16号

（趣旨）

第１条 この条例は、本町における定住促進対策として、新築住宅の取得を支

援することにより、地域の活性化と定住促進を図るため、地方税法（昭和25

年法律第226号。以下「法」という。）第６条の規定に基づき、固定資産税

の課税免除について上郡町税条例（昭和30年条例第14号）の特例を定めるも

のとする。

（課税免除の対象）

第２条 町長は、次の各号のすべてに該当する住宅（以下「対象住宅」とい

う。）に係る固定資産税の課税を免除することができる。

⑴ 法附則第15条の６第１項若しくは第２項又は第15条の７第１項若しくは

第２項の規定の適用を受ける住宅（アパート、賃貸住宅等の営業の用に供

するもの、法人等が取得した住宅及び公共事業に伴う移転補償により新築

する場合を除く。）であること。

⑵ 令和５年１月２日から令和８年１月１日までの間に新築された住宅であ

ること。なお、法の改正により期間が延長された場合は、この限りでな

い。

⑶ 本町の区域内に自己所有の他の住宅を有していないこと。

⑷ 新築後、所有者の異動していない住宅であること。ただし、不特定の購

入者を想定して新築された住宅を新築された日の属する年の翌々年の１月

１日（新築された日が１月１日である場合においては翌年の１月１日）ま

でに取得した場合はこの限りでない。

⑸ 当該住宅の新築された日の属する年の翌年の１月１日（当該日が１月１

日である場合においては当該日。以下「基準日」という。）において所有

者が対象住宅に現に居住し、かつ住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）

の規定に基づく本町の住民基本台帳（以下「住民基本台帳」という。）に

記録されていること。ただし、所有者が対象住宅取得後、基準日から起算

して１年を経過する日までに対象住宅に居住し、かつ住民基本台帳に記録

された場合に限り、基準日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする

年度から対象とする。



⑹ 所有者の年齢が、基準日において満50歳未満であること。ただし、所有

者の配偶者の年齢が、基準日において満50歳未満の場合又は世帯員に義務

教育終了前の子を有している場合はこの限りでない。

⑺ 対象住宅が共有である場合においては、対象住宅に現に居住し、かつ住

民基本台帳に記録されている共有者の持分の合計が２分の１以上であるこ

と。

⑻ 対象住宅の所有者が、過去に上郡町定住促進助成条例（平成21年条例第

14号）に基づく助成金の交付及び本条例に基づく固定資産税の課税免除を

受けていないこと。

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、規則に定める申請期限において、対象

住宅の所有者及び所有者が属する世帯の世帯員に本町の町税及び国民健康保

険税等（以下「町税等」という。）の滞納があるときは、当該住宅に係る固

定資産税の課税免除は行わない。

（課税免除の額）

第３条 課税免除の額は、対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係

る税額のうち、法附則第15条の６第１項若しくは第２項又は第15条の７第１

項若しくは第２項の規定により減額される額を差し引いた額とする。

（課税免除の期間）

第４条 課税免除の期間は、対象住宅が新築された日の属する年の翌年（当該

日が１月１日である場合においては、当該日の属する年）の４月１日の属す

る年度以降法附則第15条の６第１項若しくは第２項又は第15条の７第１項若

しくは第２項の規定により減額される期間とする。

（申請）

第５条 対象住宅の所有者で課税免除を受けようとする者は、規則で定めると

ころにより、町長に申請しなければならない。

（課税免除の決定及び通知）

第６条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、

課税免除の適否を決定するものとする。

２ 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を通知しなければならない。

（課税免除の取消又は返還）

第７条 町長は、前条の規定により課税免除の決定を受けた者が、次の各号の

いずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、課税免

除の決定した金額の全部を取消し又はすでに課税免除した金額の全部を返還

させることができる。



⑴ 対象住宅の所有者及び所有者が属する世帯の世帯員に町税等の滞納があ

るとき。

⑵ 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除の決定を受けたとき。

⑶ 課税免除する期間の各年度の賦課期日において第２条第１項第２号及び

第６号を除く各号の要件に該当しないとき。

⑷ 前３号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

２ 町長は、前項の規定により課税免除を取消又は返還させるときは、規則で

定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

（委任）

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（失効）

２ この条例は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。


